
大阪市立小学校「いきいき」活動室の運営指導員の募集について  

（一財）大阪教育文化振興財団 

放課後事業課 

次のとおり指導員を募集します。 

 

記 

 

１ 職  名   「児童いきいき放課後事業」の運営指導員 

 

２ 募集期間   令和５年１１月１０日（金）～令和５年１２月２２日（金） 

 

３ 採用人員   ３０名程度(令和６年４月１日現在 ７５歳未満の方) 

 

４ 雇用期間   令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

雇用開始日は変更する場合あり 契約更新の可能性あり（条件あり） 

  

５ 勤務時間等  12：15～18：15（平日）、8：15～14：15又は 12：15～18：15（土曜日及び夏季 

等の学校休業日） 

※夕方延長実施校のみ（延長時）13：15～19：15 

※朝延長実施校のみ（延長時）7：45～13：45 

         土曜日を含む週 3日～４日勤務（いずれかを選択） 

 

６ 休 日   日・祝日及び年末年始（12/29～1/3） 

 

７ 有給休暇  年次有給休暇あり（採用時期により付与日数は異なります） 

夏季休暇・忌引休暇など（週３日勤務者は除く） 

 

８ 職務内容   放課後や長期休業日等に小学校の施設等を活用し、児童の健全育成を図るために大 

阪市が実施する児童いきいき放課後事業の活動場所における総括 

・児童の指導及び健全育成、安全管理に関すること 

・活動内容の企画、運営(時間延長含む)に関すること 

・保護者、学校、地域との連携及び連絡調整に関すること 

・地域指導員の確保及び採解手続き、勤務配置、指導監督、研修並びに他の指導員

への助言指導に関すること 

・いきいき運営委員会の開催と運営に関すること 

・災害補償制度、運営費に関すること 

・その他運営及び指導上必要とすること 

 

９ 応募資格  ⑴ 下記に該当する等、児童の健全育成に関わる経験・知識をもつ方 

・ 学校教育法に規定する幼稚園、小学校、中学校・高等学校、特別支援学校にお 

いて、教諭(含む講師)としての勤務経験がある者 

          ・ 保育所等児童福祉施設において、保育士の勤務経験がある者 

・ 高等学校卒業者等で、児童・青少年の健全育成を目的とした事業施設および団 

体において、指導員等の経験がある者 

・ その他、上記に掲げる者と同等の能力を有すると認められる者 

        ⑵ 「４ 雇用期間」に記載する勤務が可能な方 

        ⑶ 次に該当する方は応募できません。 

          禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けること 

          がなくなるまでの者   

１０ 求める人材 

    児童の健全育成に関わる経験知識や学校・施設等でのマネジメント経験がある方、Word、Excel 

等、パソコンの基本的操作ができる方 



 

１１ 給与等    （週 3日勤務者）7,680円／日額 （週 4日勤務者）月額 136,300円  

通勤手当 55,000円まで（週 3日勤務者は上限 2,750円／日） 

賞与・昇給制度・退職手当制度なし 各種社会保険あり（週 3日勤務者は除く） 

 

１２ 勤務場所   大阪市立小学校の「いきいき」活動室 

         （勤務場所は採用後決定する） 

 

１３ 応募方法 

(1) 提出書類  

選考希望者は、次の書類を大阪教育文化振興財団放課後事業課運営担当宛てに提出してください。 

       ○ 「履歴書」･････日本工業規格（ＪＩＳ）のものを使用のこと。写真貼付 

（週３日～週４日勤務のうち希望する勤務日数を履歴書に記入すること） 

    ○ 「小論文」(500字程度)(別紙形式・財団ホームページ「採用情報」の「募集要項」から入 

     手できます。手書き、パソコン打ち共に可) 

       ＜テーマ＞ 

「いきいき」活動のねらいは、様々な集団活動を通して、子ども達の放課後の居場所 

を提供することにあります。運営指導員としてどのような「いきいき」活動を展開し 

ようと思いますか。 

       ○ 「採用候補者個人情報利用承諾書」（財団ホームページ「採用情報」の「募集要項」から入 

手できます） 

(2) 応募締切  令和５年１２月２２日（金）必着 

                  

１４ 選考方法  

・１次選考・・・書類審査 小論文 

・２次選考・・・個人面接(１次選考合格者) 

＜面接予定日 令和６年１月 26日(金),29日(月),30日(火),31日(水)のいずれか１日＞ 

・選考結果は、本人宛に通知する。（２月下旬） 

 

１５ 必要書類の送付先及び問合せ先    

〒541-0055 

大阪市中央区船場中央 3-1-7-303「船場センタービル７号館３階」 

         一般財団法人 大阪教育文化振興財団 放課後事業課運営担当 

上松・宮島 (電話 06-6253-6217)  

 

１６ 個人情報の取扱い 

   応募書類等、送付いただいた個人情報は、採用および採用後の人事管理に関してのみ利用します。 

    なお、応募書類等については返却しません。 

 

 ＜参考リンク＞ 

 

一般財団法人 大阪教育文化振興財団HP       https://www.kyoiku-shinko.jp/ 

 

一般財団法人 大阪教育文化振興財団 放課後事業課 Facebook 

https://www.facebook.com/jidouikiiki/ 

一般財団法人 大阪教育文化振興財団 放課後事業課 Instagram 

https://www.instagram.com/jidouikiiki/ 
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